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ＮＰＯ長管連ニュース

発行日 2015年（平成27年）11月1日 第10号NPO法人長崎県マンション管理組合連合会

NPO法人全国マンション管理組合連合会平成２７年度通常総会
開催日時 ： ２０１５年９月２８日（月）午前１０：００～午後３：００

開催場所 ： アイカビル ４階 集合住宅維持管理機構 会議室（大阪市中央区南船場）

総会前日の専門委員会に出席して

○  行政的課題専門委員会

テーマ１）高圧一括受電について

マンションの高圧一括受電設備について電力会社

では、電力供給の自由化を見据え、顧客の囲い込み

を行っている。どのようにすれば、居住者の電気料

金のコストを削減できるか検討していく必要があ

る。例えば、ソーラーシステム導入による電気料金

の低減（共用部分の電気として消費し、余剰部分を

売る。問題点：所得税負担が出てくる。）経産省の

動きが見えないが、発表になれば対応する必要が出

てくる。

テーマ２）マンションの固定資産税の引下げの要望

木造住宅に比較して固定資産税が高い。理由は固

定資産税等における軽減措置及び経年原価補正が１

戸建住宅を有利にし、マンションを不利にしてい

る。木造との間の理不尽な格差是正には、マンショ

ン住民が声をあげなければいつまでたっても是正さ

れない。各県の機関誌に、掲載しＰＲに努めた方が

よい。また、固定資産税は、市町村民税であるた

め、国交省に要望しても、財務省及び総務省の壁が

厚く立ちはだかっている。目的を達成するまで声を

あげていきましょう。自治体によっては、集会室

や、団地内敷地が近隣住民へ解放されていれば、固

定資産税の減免を行っている。該当するマンション

では自治体に確認するのも一つの方法です。

テーマ３）介護保険による共用部分のバリアフ

リー化にについて

入居者の介護認定状況によっては、専用部分だけ

でなく、共用部分のバリアフリー化が必要になって

くる。臨時総会の議決を経て工事を行うことになる

が、自治体によっては住宅関係部局で独自の助成制

度を制定している場合があるので、確認の上制度の

有効活用して欲しい。横浜市では、簡易スロープを

開発、旭川市では、車いす用のスロープを設置し、

市の補助を受けた事例がある。横浜市では、簡易ス

ロープを開発、旭川市では、車いす用のスロープを

設置し、市の補助を受けた事例がある。（次ページ）

   あいさつ要旨 全管連 会長 山本育三

  「再生法を中心に、全管連の取組みについて」

昨年度の活動計画の中では、地域交流を目指すブロッ

ク会議が始まって2 年目に入り、東日本、西日本、九

州地区ブロック会議がそれぞれ複数回行われました。

年1 回の総会だけでは得られない地域特有の課題、会

員ではなくてもその地域で情報交換の必要な管理組合

団体との交流などが行われ、定着してきた感がる。

また、昨年度に続いてMKS との共同企画、「大規模

修繕セミナー」では、全管連の取り組んでいる「マン

ション再生法」の概要について、１２都市の開催地域

で会員による講演をすることが出来た。特に「マン

ション再生法」の取組みについては、外部から造詣の

深い専門家をお招きし、骨格を作成することができ

た。具体的な内容、その他諸活動については、総会議

題の昨年度活動報告で報告します。

本年度の活動については、主なものとして、

（１）上記「マンション再生法」を議案として提案す

るとともに、その法制化に向け国土交通省をはじめ、

関係各機関と共同して取り組む。

（２）一昨年度から始まった地域ごとの交流の集い

「ブロック会議」を継続し、その中で、①非会員であ

る各地域での活動団体との交流も進め、このところ構

成団体会員数が減少気味の状況に対して構成団体数増

大による組織強化の一助とすること、②地域特有の課

題もさることながら、全国的に共通の課題を掘り起

し、行政的課題専門委員会及び理事会での取組みにつ

なげること、等が期待される。

全管連の活動の原点は、構成する各地域の団体が主体

的に活動し、その

うえで全国的な課

題を事務局が中心

になって解決に向

けて取組み、問題

によっては対外的

な運動に展開する

ことが肝要であ

る。

マンション問題を解決する
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業者の動向が懸念される。

・標準管理規約改正案は、まだ提示されておらず、パ

ブリックコメントを求められていない。発表後各団体

に意見を求め、集約し、委員会開催の手順では、時間

的に間に合わないので、現時点で考えられる課題を集

約している。一部加除修正が生じるが了承願いたい。

標準管理規約改正案では、現行の「コミュニティ条

項」の廃止が取りざたされ、ファミリー型のマンショ

ンでなく、ワンルーム及び別荘型のマンションを主な

対象としている。

  大多数の居住者を対象にしたファミリー型のマン

ションを中心にして、その他は多様性として位置づけ

るのが妥当ではないか。パブリックコメントを求めら

れた時点で、意見を表明するのもひとつの手段であ

る。

・災害対策について、別立ての規程を要望したらどう

か。

・長寿命化を目指す再生法については、前回決定を受

け、法案作成に取組み、成案をえた。これを基に、国

に働きかけていきたい。条文については、相手がある

こともあり、修正も多々ある事をご理解願いたい。
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テーマ４）今後の委員会運営について

行政的課題は、自治体によって同一の問題に対し

て異なる対応があるので、ブロック会議で情報交換

を行い、議論した結果を基に、全国的課題として取

り組むか否かを判断し、委員会にあげて欲しい。

テーマ５）屋上へのソーラーパネル設置による電気

料金の節約は、共用部分の電力として、まず充当

し、余剰部分を売電する事により、税の負担を軽減

する必要あり。

テーマ６）マンション総合保険では、保険金額の増

額について加入拒否の動きがある。損保会社は４グ

ループに分かれるが、グループごとに申し合わせを

している。築３４年を経過すると、漏水に伴う保険

料の支払いが多くなってくることに、一つの原因が

ある。

テーマ７）水道・子メーターのその後の経過につい

て説明した。長管連では、今後の対応策を検討して

いきたい。県では、長崎市所在の県営住宅につい

て、県営住宅所管課で公費負担を行っているとのこ

と。他の市町村には支払っていない（県監査事務局

調査）。市では、市営住宅について、監査事務局か

ら市営住宅所管課の公費負担について、明確な回答

を得られなかった。

テーマ８）その他

・集会室及びエレベーターについて

申請なしで固定資産税の減免を行う自治体や、申請

が有れば、対応する自治体あり。

・携帯電話アンテナ収入に所得税課税・・国税庁の

取組み。納税の義務あり。

・マンションが一戸建てに対して固定資産税が高い

理由をもっとＰＲした方 がよい。

○法務・対策専門委員会

 ①「国交省のマンション建替え円滑化の改正案」

についてパブリックコメント案を作成した。国交省

との協議の中で「標準管理規約の改正」について指

摘したが、当面この法案の成立を優先したいと回答

があった。

・円滑化法案は、建築基準法及び自治体の規制はそ

のままとしているため、現実的にはこの規制がネッ

クとなり、建替えが進まず、敷地売却を勧める開発

【専門委員会報告から：全国マンションの共通課題】

NPO法人長管連平成27年通常総会報告

日時 平成27年7月29日（水）13：00
場所 桜馬場地区ふれあいセンター

内容 通常議案第1号から第5号議案まで滞りな

く終了し、役員改選では別府良雄氏、佐藤義弘

氏両名の方が新しく選任されました。

なお今年度（2015）の事業方針は以下の通りで

す。

１）会員の役に立つ事業に取り組む。

  （水道メーター問題解決の継続）

２）会員勉強会及び研修会の開催

３）全管連総会への出席

４）管理組合を対象としたセミナーの開催

５）正会員及び賛助会員の拡大

６）広報紙、ホームページの充実

総会終了後、同一会場にて特別講演会を開催

し、MKS九州支部長 内田正寛氏による「マン

ションは百年保つ」というテーマでお話しいた

だいた。
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住宅のリフォーム・大規模修繕工事を行う工

事会社を会員とする大手業界団体である「一

般社団法人日本塗装工業会」約2,350社．お

よび「一般社団法人マンション計画修繕協会

（MKS)」約142社＊は、国土交通大臣指定

住宅瑕疵担保責任保険法人株式会社住宅あん

しん保証（所在地：東京都中央区京橋1-6-

1、取締役社長 高僑渉一）より、2015年６

月に「認定品質リフォーム・大規模修繕工事

団体」の認可を受けました。

これにより、国土交通省の提唱する「消費

者保護団体jとして一定の条件において工事

請負契約を行う場合．工事会社に「瑕疵（か

し）保険制度に基づく保険加入の義務付け」

がなされました。消費者である発注者等（管

理組合等）やコンサルティング会社として

は、制度に基づいて工事会社が適切に保険加

入しているかどうかを確認することが重要で

す。

すでに全国で６団体が国交省の認可を取得

(2015年６月時点)しており、６団体を合わせ

ますとその会員企業数は4717社にもなりま

す。詳しくは、国土交通省ＨＰまたは各団体

ＨＰをご覧ください。

2014年9月から施行された「住宅リフォーム

事業者団体制度」において、半年間の準備猶

予期間を経て、この春、「住宅リフォーム事

業者団体」としての活動を開始しました。

住宅リフォーム（専有部リフォーム・大規

模修繕工事等）工事において、工事会社の行

う請負・施工業務の適正な運営、および消費

者（発注者等）への適切な情報提供等を行う

など、「請負契約における発注者のリスクｊ

に対して、各団体情報を国が把握することに

より、リフォーム改修・大規模修繕という改修

業界の健全な発達と、消費者が安心できる改修

計画を立て、工事発注を行うことができる環境

整備を図ることを目的としています。

国の登録団体会員である工事会社は、一定金

額以上のリフォーム・大規模修繕工事を発注者

から請負う場合は瑕疵保険に加入することが義

務付けられ、発注者にとっては、「工事会社の

信用・信頼」だけでなく、「国のシステムとし

ての保証」により保護されることになるため、

工事後の欠陥・施工ミスに対してもしっかりし

た対応を求めることができる仕組みとなりま

す。今後、全国各地において、認定団体制度や

瑕疵保険など、消費者向けのイベント開催など

で、国の提唱する消費者保護の環境整備が加速

するものと考えられます。

＊長崎県内では初めて次の３社のMKS入会が決定

しました。

  〇タイヘイ株式会社（長崎市中町4-10）

  〇㈱シンエイ（長崎市三川町800-40）              

〇レヂボンケミカル（株）（長崎市三川町 

                                  1026-4）

なお、３社は何れもNPO長管連の賛助会員です。

Page 3第10号

～国土交通省の実施する「住宅リフォーム事業者団体制度」～

自己防衛できる管理組合になるための大切なお知らせ

  国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人

  国土交通大臣登録 住宅性能評価機関

  株式会社 住宅あんしん保証 大規模修繕保険事業課係長  五十嵐 彰
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ＮＰＯ長管連の主な事業

〇管理運営についての相談

〇セミナー・役員研修会の開催

〇規約改正の指導

〇各種委託契約の見直し

〇マンション管理相談会の開催

〇ニュース・出版物等の刊行

〇劣化診断と長期修繕計画作成の指導

〇大規模改修工事のコーディネート

★劣化診断書の作成

★長期修繕計画の作成と積立金の見直し

★工事計画・資金計画へのアドバイス

★工事進行の調整

NPO法人長崎県マンション管理組合連合会

〒 850-0877 長崎市築町 4 番 25 号西脇金星堂ビル 2 階

電話＆ FAX ０９５ー８２１－３３００

Email: nishikin@chokanren.org
http://chokanren.org/

（リフォームしています）

会 費

１正会員（管理組合）

  入会金 １万円

  年会費 １万円＋３００円×戸数

   （個 人） 年会費 ５千円

２ 賛助会員

  入会金 ２万円 年会費 ２万円

入会方法

<会 員>

★事務局へ入会申込書の提出

★入会金・年会費の納入

（後日、連合会の預金口座振込先をお知ら

せします。）

本会の目的に賛同して入会した分譲マン

ションの管理組合及びその法人又は管理組

合活動に関心を持つ個人

<賛助会員>

本会の事業を賛助する個人及び企業・団体

マンション問題で法的にお困りの方に

長管連の顧問弁護士をご紹介します。
＜お問い合わせ先＞

阿部法律事務所 清水 康寛 弁護士
〒850-0032 長崎市興善町4番14号 095-825-0526
受付時間：平日9時〜18時
※時間外及び土曜日は事前予約により対応可

理事長の管理費横領事件発生!!
元理事長を管理費８７０万円

横領の疑いで逮捕 大阪松原署
産経新聞（2015.9､18）によりますと、マンション管理組

合の口座から管理費約８７０万円を着服したとして、大阪

府警松原署は９月１８目、管理組合元理事長古川直人容疑

者（５０）を業務上横領容疑で逮捕したと発表しました。

「借金の返済などにあてた」と容疑を認めているとのこと

です。

逮捕容疑は、昨年１２月下句～今年１月上旬、古川直人容

疑者が理事長を務めていた大阪府松原市内のマンション管

理組合の銀行口座から、現金計約８７０万円を引き出し、

着服したものです。古川容疑者はこの口座を無断で解約

し、別の口座に全額を移し替えていたといいます。

口座の解約に気づいた管理会社から連絡を受けた管理組合

が６月、松原署に告訴しました。

＜福管連だよりのコメント＞

産経新聞によりますと、広島においても、管理組合元理事

長が、管理組合の預金から計１５１万５千円を引き出し、

横領した疑いで、広島中央署に逮捕されました。元理事長

は、２０１１年６月から２０１４年３月に理事長を務め、

管理組合の預金通帳と印鑑を１人で管理していました。

「当時、経営する不動産会社の事業資金にするためだっ

た」と容疑を認めており、使途不明金は約２丁･万円に上っ

ているといいます。

印鑑と通帳を一人の役員が持っていますと、今の通帳

を解約して、新しい口座に移管することができます。
通帳と印鑑は、必ず、別の役員が管理してください。

 中央橋バス停より徒歩1分 西浜町電

停より徒歩1分。くろがね橋（アー

ケード入口）から築町商店街に入っ

て右手のレンガ造りの建物2F。


